
三 豊 教 育 2025年６月 30日
号

て
は
、
各
学
校
が
市
町(

学
校
組

合)

教
育
委
員
会
の
指
導
を
受
け

て
計
画
・
立
案
し
て
い
る
。

組
合

公
簿
以
外
の
書
類
（
週

案
・
教
材
研
究
ノ
ー
ト
）
の
提
出

を
求
め
な
い
こ
と
！

所
長

西
部
教
育
事
務
所
は
、

公
簿
以
外
の
書
類
の
点
検
を
行
っ

て
い
な
い
。

組
合

提
出
し
て
い
る
学
校
が

あ
る
。
働
き
方
改
革
推
進
の
面
か

ら
、
校
長
や
市
町
教
委
に
提
出
さ

せ
な
い
よ
う
指
導
し
て
欲
し
い
。

組
合

学
校
訪
問
の
授
業
な
ど

の
評
価
を
、
勤
勉
手
当
に
リ
ン
ク

さ
せ
な
い
こ
と
。

所
長

リ
ン
ク
し
ま
せ
ん
。

教
職
員
の
健
康
を
守
る
た
め
、

勤
務
時
間
を
守
り
、
多
忙
化
を
解

消
す
る
こ
と
。
当
面
、
教
員
の
空

き
時
間
を
小
学
校
一
日
一
時
間
は

確
保
す
る
こ
と
。

組
合

勤
務
時
間
が
守
ら
れ
て

い
な
い
。
教
員
は
朝
早
く
来
て
、

夜
遅
く
ま
で
働
い
て
い
る
。
下
校

時
間
（
部
活
動
は
１
日
２
時
間
と

い
う
指
針
も
あ
る
）
、
休
憩
時
間

な
ど
の
適
正
化
を
お
願
い
し
た

い
。
ま
た
、
高
松
地
裁
で
は
休
憩

時
間
を
出
し
て
い
な
い
こ
と
で

「
校
長
な
ど
が
残
業
代
を
５
万
円

支
払
え
」
と
い
う
判
決
が
出
て
い

る
。
勤
務
時
間
の
割
り
振
り
を
明

示
し
て
欲
し
い
。
特
に
休
憩
時
間

を
明
示
し
確
実
に
取
れ
る
よ
う
し

て
欲
し
い
。

所
長

取
れ
る
よ
う
指
導
し
て

い
く
。
勤
務
時
間
の
途
中
で
休
憩

時
間
を
取
れ
る
よ
う
に
し
な
い
と

い
け
な
い
。
教
頭
会
で
は
休
憩
時

間
を
取
ら
せ
る
よ
う
話
を
し
て
い

六
月
二
〇
日
、
香
教
組
三
観
支
部
（
石
川
謹
章
支
部
長
）
は
、
香
教
委

西
部
教
育
事
務
所
（
石
田
啓
昭
所
長
）
と
、
年
度
末
人
事
異
動
に
よ
る
教

職
員
の
勤
務
条
件
改
善
と
多
忙
化
解
消
の
た
め
の
団
体
交
渉
を
行
い
ま
し

た
。
詳
し
く
は
次
の
と
お
り
で
す
。

皆
で
多
忙
化
を
解
消

し
、
働
き
や
す
い
職
場
づ

く
り
を
す
す
め
よ
う
！

「休憩時間を明示し確実に

取れるようにせよ！」＝組合＝

取れるように指導する － 所長回答 －

組
合

私
た
ち
の
人
事
異
動
の

希
望
を
で
き
る
か
ぎ
り
実
現
す
る

こ
と
。

所
長

本
人
の
事
情
等
も
考
慮

し
た
上
で
、
市
町
（
学
校
組
合
）

教
育
委
員
会
の
意
見
を
聞
き
な
が

ら
、
基
本
方
針
と
基
本
的
な
考
え

方
に
基
づ
き
、
実
施
し
て
い
る
。

地
域
間
交
流
人
事
・
校
種
間
交

流
人
事
・
僻
地
人
事
な
ど
、
勤
務

条
件
の
大
き
く
変
わ
る
す
べ
て
の

異
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
準
を

明
ら
か
に
し
、
一
ヶ
月
前
に
内
示

す
る
こ
と
。

所
長

人
事
異
動
の
基
本
方
針

や
人
事
異
動
の
基
本
的
な
考
え
方

に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
。
人
事

異
動
に
つ
い
て
は
、
県
教
育
委
員

会
に
お
い
て
議
決
後
に
公
表
し
て

（
面
談
後
）
事
情
が
変
わ
れ
ば
、

校
長
・
市
町
教
委
を
通
じ
て
西
部

事
務
所
に
言
っ
て
く
だ
さ
い
。

講
師
経
験
者
を
全
員
教
諭
採
用

す
る
こ
と
！

所
長

教
員
採
用
で
、
講
師
に

つ
い
て
は
特
別
選
考
な
ど
優
遇
し

て
い
る
。

《
三
〇
人
学
級
に
つ
い
て
》

三
〇
人
学
級
を
実
現
し
児
童
・

生
徒
の
教
育
条
件
を
改
善
す
る
こ

と
組
合

年
度
よ
り
、
小
中
学

22

校
全
学
年
で
の
少
人
数
学
級
編
成

が
実
現
し
た
。

所
長

県
教
委
と
し
て
は
、
22

年
度
よ
り
、
小
学
校
・
中
学
校
全

学
年
で

人
学
級
を
実
施
し
て
い

35

「
教
員
の
裁
量
で
使
え
る
時
間
を

確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。
」
先
生
方

は
夜
遅
く
、
ま
た
、
自
宅
に
帰
っ

て
も
、
命
を
削
り
な
が
ら
働
い
て

い
る
。
中
途
半
端
な
改
革
で
は
な

く
、
残
業
代
を
支
払
う
制
度
や
教

職
員
定
数
の
改
善
な
ど
、
抜
本
的

な
改
革
が
望
ま
れ
る
。

「
人
事
異
動
は
最
大
の
勤
務
条

件
」
と
考
え
る
。
よ
り
き
め
細
か

い
人
事
を
お
願
い
す
る
。

《
二
〇
二
四
年
度
末
人
事
異
動
に

つ
い
て
》

本
人
の
家
庭
の
事
情
を
考
慮
し

た
き
め
細
か
い
人
事
を
す
る
こ

と
！

組
合

三
観
支
部
と
西
部
教
育
事

務
所
の
関
係
や
歴
史
の
中
で
、
年
間

４
回
の
交
渉
や
要
求
行
動
を
行
い
、

現
場
の
声
を
届
け
、
県
教
委
の
施
策

に
反
映
し
て
き
た
。
（
県
独
自
で
の
35

人
学
級
実
現
、
年
休
の
付
与
日
変
更
、

な
ど
）
今
年
度
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
た
い
。

年
度
の
香
川
県
公
立
小
学
校
教

24
員
採
用
試
験
の
競
争
率
は
、

倍
で
、

2.0

６
年
連
続
、
過
去
最
低
を
更
新
し
て

い
る
。
文
科
省
も
対
策
に
乗
り
出
し

て
い
る
が
、
「
残
業
代
」
を
支
払
う
制

い
る
。

所
長

転
居
（
泊
）
を
伴
う
人

事
異
動
に
つ
い
て
は
一
週
間
程
度

前
ま
で
に
お
知
ら
せ
を
す
る
よ
う

に
し
て
い
る
。
（
新
規
採
用
者
に
つ

い
て
も
同
様
。
）
ま
た
、
任
命
権
者

が
変
わ
る
人
事
異
動
に
つ
い
て
も
、

本
人
の
意
志
確
認
を
し
て
い
る
。

組
合

地
域
間
交
流
人
事
を
考

え
た
場
合
、「
主
た
る
勤
務
地
」（
ホ

ー
ム
グ
ラ
ン
ド
、
座
布
団
）
の
希

望
は
、
言
っ
て
く
だ
さ
い
と
の
こ

と
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
希
望
や
変

更
を
伝
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

所
長

調
査
票
・
面
談
で
本
人

の
希
望
を
聞
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

る
。
引
き
続
き
国
に
要
望
し
て
教

育
課
題
に
答
え
て
い
き
た
い
。

《
学
校
訪
問･

多
忙
化
解
消
》

職
場
の
多
忙
化
を
解
消
す
る
た

め
に
学
校
訪
問
を
す
べ
て
の
学
校

で
半
日
日
程
に
す
る
な
ど
簡
素
化

す
る
こ
と
！

組
合

授
業
参
観
や
指
導
は
希

望
者
だ
け
に
す
る
こ
と
。
教
科
は

指
定
し
な
い
こ
と
。
管
理
主
事
は

授
業
を
見
な
い
こ
と
。

所
長

学
校
訪
問
は
、
各
市
町

（
学
校
組
合
）
教
育
委
員
会
の
要

請
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
。

所
長

日
程
や
内
容
等
に
つ
い

度
へ
の
転
換
は
見
送
り
、
「
教
職
調

整
額

％
」
「
学
級
担
任
手
当
の
上

10

乗
せ
」
「
主
務
教
諭
の
新
設
」
な
ど

が
国
会
で
議
決
さ
れ
た
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
教
員
の
業
務
の
自
発

性
を
挙
げ
、
「
教
員
の
職
務
は
、
自

主
的
な
業
務
と
、
指
揮
命
令
に
基

づ
く
業
務
が
一
体
で
区
別
が
困
難

で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
『
業
務

の
自
発
性
』
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、

交渉する三観支部組合員 回答する石田啓昭所長

労
働
時
間
の
適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て(

抜
粋)

①
労
働
時
間
を
適
正
に
把
握
し
、
労
働
時
間
を
適
切
に
管
理
す
る
義
務
を
有
す
る
。

②
使
用
者
は
、
労
働
者
の
労
働
日
ご
と
の
始
業
・
終
業
時
刻
を
確
認
し
、
こ
れ
を
記
録
す
る
こ
と
。

③
使
用
者
は
、
実
態
調
査
、
残
業
時
間
の
上
限
設
定
等
、
改
善
を
指
示
す
る
こ
と
。

（
重
大
悪
質
な
企
業
に
は｢

司
法
処
分｣

で
対
処
す
る
。）

二
〇
〇
一
年
四
月
六
日

厚
生
労
働
省
通
知
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